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平成17年３月31日付け三重県公報号外により､ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正す
三重県人事委員会規則

る規則 第11号 ､ 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する
三重県教育委員会規則

三重県人事委員会規則
規則 第12号 及び公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

三重県教育委員会規則
三重県人事委員会規則

第13号 が､ 次のように公布されました｡
三重県教育委員会規則
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お知らせ ○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する ………… 人 材 政 策 室 １頁
○ 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する
規則 ………………………………………………………………………………… 福利・給与室 １頁

○ 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 …… 福利・給与室 ２頁
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲
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公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 七 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

改 正 す る 。

第 十 二 条 中 第 三 十 号 を 第 三 十 一 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 二 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一

号 を 加 え る 。

六 法 第 八 条 第 一 項 第 十 一 号 又 は 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 職 員 の 苦 情 の 処 理 の た め に 人 事 委 員 会 又 は 公 平 委

員 会 が 行 う 事 情 聴 取 等 に 応 ず る 場 合 そ の 都 度 必 要 な 期 間

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋
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三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲
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公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

よ う に 改 正 す る 。

｢ 伊 賀 市 立 比 自 岐 小 学 校

別 表 第 二 中 を ｢ 松 阪 市 立 飯 高 西 中 学 校 ｣ に 、 名 賀 郡 青 山 町 立 博 要 小 学 校 を ｢ 伊

名 賀 郡 青 山 町 立 高 尾 小 学 校 ｣
｢ 多 気 郡 宮 川 村 立 宮 川 中 学 校

賀 市 立 比 自 岐 小 学 校 ｣ に 、 度 会 郡 南 勢 町 立 南 海 中 学 校 を ｢ 多 気 郡 宮 川 村 立 宮 川 中 学 校 ｣ に 改 め る 。

度 会 郡 南 勢 町 立 宿 田 曽 中 学 校 ｣

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第12号様式 (第12条関係)
退 職 手 当 支 給 一 時 差 止 処 分 書

年 月 日

様

三重県教育委員会 印

公立学校職員の退職手当に関する条例第12条の２第１項の規定に基づき､ 一般の退職手当等の支給を一時差し
止める｡
なお､ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に三重県

知事に対して審査請求をすることができる｡ また､ 同条第４項の規定に基づき､ この処分があつたことを知つた
日の翌日から起算して60日が経過した後においては､ この処分の後の事情の変化を理由に三重県教育委員会に対
し､ この処分の取消しを申し立てることができる｡
この処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６か月以内に､ 三重県を被

告として (訴訟において三重県を代表する者は､ 三重県教育委員会となる｡)､ 提起することができる (なお､ こ
の処分があつたことを知つた日から６か月以内であつても､ 処分の日から１年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することができなくなる｡)｡ ただし､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内
に審査請求をした場合には､ この処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に提起することができる｡
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第

十 一 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。
平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲
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公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

に 改 正 す る 。

第 十 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

｢ 松 阪 市 立 飯 高 西 中 学 校

熊 野 市 立 育 生 中 学 校 ｣
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附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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